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令和3年4月1日採用（予定）

市役所 職員募集

  

受
験
資
格

　

① 

日
本
国
籍
を
有
す
る
人

　

② 

地
方
公
務
員
法
第
16
条
の
欠
格
条

項
に
該
当
し
な
い
人

  

採
用
開
始

　

令
和
３
年
４
月
１
日　
（
予
定
）

  

応 

募
方
法

 　

 

５
月
11
日（
月
）〜
６
月
１
日（
月
）に
、

次
の
書
類
を
総
務
課（
伊
豆
長
岡
庁

舎
）へ
持
参
ま
た
は
郵
送（
当
日
消

印
有
効
）で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

  

提
出
書
類　

　

① 

市
指
定
の
様
式（
申
込
書
な
ど
）

　

② 

返
信
用
長
３
封
筒（
自
分
の
宛
先

を
明
記
・
84
円
切
手
を
貼
付
）

※ 

市
指
定
の
様
式
は
、
５
月
７
日（
木
）

か
ら
総
務
課
で
配
布
予
定
で
す
。
様

式
の
郵
送
を
希
望
す
る
場
合
は
、「
職

員
採
用
試
験
申
込
書
請
求
」と
朱
書

き
し
た
封
筒
に
自
分
の
宛
先
を
明
記

し
、
１
４
０
円
切
手
を
貼
付
し
た
返

信
用
封
筒（
Ａ
４
版
の
入
る
も
の
）

を
同
封
し
、
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

試験職種 採用人数
（予定） 年齢要件など

一般事務 8人

学校教育法による大学（短大含む）を卒業した人、または令和 3年 3月卒業
見込みの人
大学卒：昭和 59 年 4月 2日以降に生まれた人
短大卒相当（注）：昭和 61 年 4月 2日以降に生まれた人

土木 2人

学校教育法による大学（短大含む）で土木技術の学科を履修し卒業した人、ま
たは令和 3年 3月卒業見込みの人
大学卒：昭和 59 年 4月 2日以降に生まれた人
短大卒相当（注）：昭和 61 年 4月 2日以降に生まれた人

幼稚園教諭
および保育士

3人

幼稚園教諭および保育士の資格を取得済みの人、または令和 3年 3月までに
資格取得見込みの人
大学卒：昭和 59 年 4月 2日以降に生まれた人
短大卒相当（注）：昭和 61 年 4月 2日以降に生まれた人

（注）短大卒相当には、「専門士」の称号が付与される専門学校の課程を含む。

※ 

提
出
書
類
は
、
返
却
し
ま
せ
ん
。

※ 

試
験
場
で
配
慮
を
必
要
と
す
る
場
合

は
、
事
前
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

  

第
１
次
試
験

　

７
月
12
日（
日
）

《
一
般
事
務
・
土
木
》

　

 

教
養
試
験（
択
一
式
）、適
応
性
検
査
、

論
文
試
験

《 

幼
稚
園
教
諭
お
よ
び
保
育
士
》

　

 

教
養
試
験（
択
一
式
）、適
応
性
検
査
、

論
文
試
験
、専
門
試
験

   

第
２
次
試
験

《 

一
般
事
務
・
土
木
》 

　

８
月
23
日（
日
）

《 

幼
稚
園
教
諭
お
よ
び
保
育
士
》

　

８
月
24
日（
月
）

※
面
接
な
ど
を
予
定（
別
途
通
知
）

※ 

第
３
次
試
験
は
面
接
な
ど
を
予
定

（
別
途
通
知
）

  

問
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わ
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申
込
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総
務
課
人
事
室
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９
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伊
豆
の
国
市
長
岡
３
４
０
‐
１
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５
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９
４
８
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４
１
１

高齢者・障がい者「タクシー初乗り券」
「バス・鉄道利用券」を交付します

問 長寿福祉課　☎ 0558-76-8011（高齢者）
問 障がい福祉課　☎ 0558-76-8007（障がい者）

　広報 3月号でお知らせしたとおり、高齢者（75歳以上）と重度障がい者の皆さんが、外
出する機会を多く持つことで、社会参加への促進や日常生活の利便性の向上を図ることを
目的に、令和 2年度「タクシー初乗り券」「バス・鉄道利用券」を交付します。

◆重度障がい者の皆さんへ

●申込方法
　 住所、氏名、生年月日、電話番号、郵送希望の旨を明示し、4月 30日（木）までに電話で障がい福祉課に申し
込みください。
※利用券は、申込順に随時発送します。
※詳しくは、障がい福祉課まで問い合わせください。

　重度障がい者を対象に、「タクシー初乗り券」「バス・鉄道利用券」の郵送申請を受け付けます。

◆交付申請

●とき・ところ（平日のみ・祝日は除く）
　○ 4月 1日（水）～ 30日（木）8：45～16：30
　　大仁庁舎、あやめ会館、韮山支所
　○ 5月 1日（金）～令和 3年 3月 31 日（水）8：30～17：15
　　大仁庁舎（長寿福祉課・障がい福祉課）

　交付申請は、例年同様、4月 1日から次のとおり実施します。
4月は特設窓口を設置します。ぜひご利用ください。

●内容
　○高齢者　タクシー初乗り券× 9枚、バス・鉄道利用券（100 円券）× 30枚
　○障がい者　タクシー初乗り券× 17枚、バス・鉄道利用券（100 円券）× 30枚
　※ 初乗り券はタクシーに乗って初めに表示される料金を助成するもので、1回
の乗車に対し 1枚のみの使用となります。

●対 象
　 令和２年４月１日現在、市内の住民基本台帳に記録されていて、次のいずれ
かに該当し、施設入所をしていない人
　①昭和 20年 4月 1日以前に生まれた人
　　（年度途中で 75歳になる人は、交付対象外）
　②身体障害者手帳 1・2級を持っている人
　③療育手帳 Aを持っている人
　④精神障害者保健福祉手帳 1・2級を持っている人

●持ち物
　 窓口に申請に来る人の本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード、身体障
害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、後期高齢者医療被保険者証など）


